
 

議案第１０号  
  
 瑞穂町介護保険条例の一部を改正する条例  
  
 上記の議案を提出する。  
  
  平成３０年３月１日  
  
           提出者   瑞穂町長    杉  浦  裕  之  
  
  
（提案理由）  
 介護保険法（平成９年法律第１２３号）の改正及び介護保険料の

改定等のため、条例を改正する必要があるので、本案を提出する。  
 
 
   瑞穂町介護保険条例の一部を改正する条例  
 
 瑞穂町介護保険条例（平成１２年条例第１１号）の一部を次のよ

うに改正する。  
 

第４条第１項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成

３０年度から平成３２年度まで」に改め、同項第１号中「３２，１

００円」を「３３，３００円」に改め、同項第２号中「４１，７０

０円」を「４３，２００円」に改め、同項第３号中「４４，９００

円」を「４６，６００円」に改め、同項第４号中「５４，５００円」

を「５６，６００円」に改め、同項第５号中「６４，２００円」を

「６６，６００円」に改め、同項第６号中「７０，６００円」を「７

３，３００円」に改め、同号ア中「という。）」の次に「（租税特

別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは  

 

 

 



 

第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１

項、第３５条第１項、第３５条の２第１項又は第３６条の規定の適

用がある場合には、当該合計所得金額から令第３８条第４項に規定

する特別控除額を控除して得た額とする。以下この項において同

じ。）」を加え、同項第７号中「８３，５００円」を「８６，６０

０円」に改め、同号ア中「１９０万円」を「２００万円」に改め、

同項第８号中「９９，５００円」を「１０３，２００円」に改め、

同号ア中「２９０万円」を「３００万円」に改め、同項第９号中「１

０９，１００円」を「１１３，２００円」に改め、同項第１０号中

「１１８，８００円」を「１２３，２００円」に改め、同項第１１

号中「１２８，４００円」を「１３３，２００円」に改め、同項第

１２号中「１３８，０００円」を「１４３，２００円」に改め、同

項第１３号中「１５４，１００円」を「１５９，８００円」に改め、

同項第１４号中「１６６，９００円」を「１７３，２００円」に改

め、同条第２項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成

３０年度から平成３２年度まで」に、「２８，８００円」を「２９，

９００円」に改める。  
 第５条第２項中「よりがたい」を「より難い」に改め、同条第３

項中「すべて」を「全て」に改める。  

 第９条第１項中「６箇月」を「６月」に改める。  

第１０条第１項に次の１号を加える。  

（５）法第６３条の規定の適用を受けていること。  

 第１４条中「第１号被保険者」を「被保険者」に改める。  

  

   附  則  
（施行期日）  

第１条  この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

第２条  この条例による改正後の第４条及び第１０条第１項第５号

の規定は、平成３０年度分の保険料から適用し、平成２９年度以

前の年度分の保険料については、なお従前の例による。  

第３条  この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用について

は、なお従前の例による。  



- 1 - 

瑞穂町介護保険条例 新旧対照表 

新 旧 

目次 略 目次 略 

  

   第1章及び第2章 略    第1章及び第2章 略 

   第3章 略    第3章 略 

 (保険料率) (保険料率) 

第4条 平成30年度から平成32年度までの各

年度における保険料率は、次の各号に掲げ

る第1号被保険者(法第9条第1号に規定する

第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める額とす

る。 

第4条 平成27年度から平成29年度までの各

年度における保険料率は、次の各号に掲げ

る第1号被保険者(法第9条第1号に規定する

第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める額とす

る。 

(1)令第39条第1項第1号に掲げる者  

33,300円 

(1)令第39条第1項第1号に掲げる者  

32,100円 

(2)令第39条第1項第2号に掲げる者  

43,200円 

(2)令第39条第1項第2号に掲げる者  

41,700円 

(3)令第39条第1項第3号に掲げる者  

46,600円 

(3)令第39条第1項第3号に掲げる者  

44,900円 

(4)令第39条第1項第4号に掲げる者  

56,600円 

(4)令第39条第1項第4号に掲げる者  

54,500円 

(5)令第39条第1項第5号に掲げる者  

66,600円 

(5)令第39条第1項第5号に掲げる者  

64,200円 

(6)次のいずれかに該当する者 73,300円 (6)次のいずれかに該当する者 70,600円 

ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第292

条第1項第13号に規定する合計所得金額

(以下「合計所得金額」という。)(租税特

別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の

4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第3

4条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第

1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の

適用がある場合には、当該合計所得金額

から令第38条第4項に規定する特別控除

額を控除して得た額とする。以下この項

ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第292

条第1項第13号に規定する合計所得金額

(以下「合計所得金額」という。)   が

120万円未満であり、かつ、前各号のいず

れにも該当しない者 
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において同じ。)が120万円未満であり、

かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

イ 略 イ 略 

(7)次のいずれかに該当する者 86,600円 (7)次のいずれかに該当する者 83,500円 

ア 合計所得金額が200万円未満であり、か

つ、前各号のいずれにも該当しない者 

ア 合計所得金額が190万円未満であり、か

つ、前各号のいずれにも該当しない者 

イ 略 イ 略 

(8)次のいずれかに該当する者 103,200円 (8)次のいずれかに該当する者 99,500円 

ア 合計所得金額が300万円未満であり、か

つ、前各号のいずれにも該当しない者 

ア 合計所得金額が290万円未満であり、か

つ、前各号のいずれにも該当しない者 

イ 略 イ 略 

(9)次のいずれかに該当する者 113,200円 (9)次のいずれかに該当する者 109,100円 

ア及びイ 略 ア及びイ 略 

(10)次のいずれかに該当する者  

123,200円 

(10)次のいずれかに該当する者  

118,800円 

ア及びイ 略  ア及びイ 略 

(11)次のいずれかに該当する者  

133,200円 

(11)次のいずれかに該当する者  

128,400円 

ア及びイ 略  ア及びイ 略  

(12)次のいずれかに該当する者  

143,200円 

(12)次のいずれかに該当する者  

138,000円 

ア及びイ 略 ア及びイ 略 

(13)次のいずれかに該当する者  

159,800円 

(13)次のいずれかに該当する者  

154,100円 

ア及びイ 略 ア及びイ 略 

(14)前各号のいずれにも該当しない者  

173,200円 

(14)前各号のいずれにも該当しない者  

166,900円 

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者につい

ての保険料の減額賦課に係る平成30年度か

ら平成32年度までの各年度における保険料

率は、同号の規定にかかわらず、29,900円と

する。 

(普通徴収に係る納期) 

第5条 略 

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者につい

ての保険料の減額賦課に係る平成27年度か

ら平成29年度までの各年度における保険料

率は、同号の規定にかかわらず、28,800円と

する。 

(普通徴収に係る納期) 

第5条 略 

2 前項に規定する納期により難い第1号被保 2 前項に規定する納期によりがたい第1号被
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険者に係る納期は、町長が別に定めること

ができる。この場合において、町長は、当

該第1号被保険者に対しその納期を通知し

なければならない。 

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数が

あるとき、又はその分割金額が100円未満で

あるときは、その端数金額又はその全額は、

全て最初の納期に係る分割金額に合算する

ものとする。 

第6条から第8条 略 

(保険料の徴収猶予) 

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当す

ることによりその納付すべき保険料の全部

又は一部を一時に納付することができない

と認める場合においては、納付義務者の申

請によって、その納付することができない

と認められる金額を限度として、6月以内の

期間を限って徴収猶予することができる。 

 

(1)から(4) 略 

2 略 

(保険料の減免) 

保険者に係る納期は、町長が別に定めるこ

とができる。この場合において、町長は、

当該第1号被保険者に対しその納期を通知

しなければならない。 

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数が

あるとき、又はその分割金額が100円未満で

あるときは、その端数金額又はその全額は、

すべて最初の納期に係る分割金額に合算す

るものとする。 

第6条から第8条 略 

(保険料の徴収猶予) 

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当す

ることによりその納付すべき保険料の全部

又は一部を一時に納付することができない

と認める場合においては、納付義務者の申

請によって、その納付することができない

と認められる金額を限度として、6箇月以内

の期間を限って徴収猶予することができ

る。 

(1)から(4) 略 

2 略 

(保険料の減免) 

第10条 略 第10条 略 

(1)から(4) 略 (1)から(4) 略 

(5)法第63条の規定の適用を受けていること。  

2及び3 略 2及び3 略 

第11条 略 

第4章 略 

第12条及び第13条 略 

第14条 町は、被保険者、被保険者の配偶者

若しくは被保険者の属する世帯の世帯主そ

の他その世帯に属する者又はこれらであっ

た者が正当な理由なしに、法第202条第1項

の規定により文書その他の物件の提出若し

くは提示を命ぜられてこれに従わず、又は

同項の規定による当該職員の質問に対して

第11条 略 

第4章 略 

第12条及び第13条 略 

第14条 町は、被保険者、第1号被保険者の配

偶者若しくは第1号被保険者の属する世帯

の世帯主その他その世帯に属する者又はこ

れらであった者が正当な理由なしに、法第2

02条第1項の規定により文書その他の物件

の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従

わず、又は同項の規定による当該職員の質
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答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき

は、その者を10万円以下の過料に処する。 

 

第15条及び第16条 略 

第5章 略 

 

問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁

をしたときは、その者を10万円以下の過料

に処する。 

第15条及び第16条 略 

第5章 略 

附 則  

(施行期日)  

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行

する。 

(経過措置) 

第2条 この条例による改正後の第4条及び第

10条第1項第5号の規定は、平成30年度分の

保険料から適用し、平成29年度以前の年度

分の保険料については、なお従前の例によ

る。 

 

 

 

 

第3条 この条例の施行前にした行為に対す

る罰則の適用については、なお従前の例に

よる。 
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